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令和６年度 徳島県立男女共同参画総合支援センター運営委員会議事録

１ 日 時 令和６年６月２４日(月)13:30～ 15:00
２ 場 所 ときわプラザ 学習室

３ 出席者

委 員 阿部頼孝、後藤 正、正治真紀、坪内奈津子、中 央子、中野 由梨、

山田 憲

事務局 男女共同参画総合支援センター所長、男女参画・人権課長ほか

４ 議事次第

（１）開会

（２）あいさつ

（３）議題

１）事業実施状況について

令和５年度事業実績、令和６年度事業計画

２）その他

【事務局から資料等の説明】

【質疑概要】

委員長 今、令和５年度の実績と令和６年度の事業計画の説明がありましたが、ご意見、

ご質問等がございましたらどうぞ。

事務局 １点補足します。概要の２ページに相談事業を書いてありますが、昨年度、いろ

いろとご議論をいただきました。弁護士による法律相談が女性のみになっているけれども、

男性からもＤＶやその他の相談もあるんじゃないか。女性のみにすると誤解を与える可能

性もあるから、検討するようにとのことでしたが、令和６年度も女性のみとしております。

その説明をさせていただきたいと思います。

まずこちらでしております相談事業は、相談業務実施要領の定めにより、まず電話相談

をします。電話相談で解決できない場合は面接相談を行います。電話相談だけでは法的な

解決ができない場合には、女性のための法律相談を行います。なぜ、女性に限っているか

ですが、やはり男性と女性を比べた場合に、男女共同参画というのはもともと女性が男性

より、比較的弱い立場にあった、これを平等にしていきましょうという流れの中で、やは

り女性の方が立場が弱い、それを救わなきゃいけない。多くはやはり専業主婦として扶養

に入っている方が多いということで経済的にも立場が弱いということから、女性のために

法的な解決が必要な場面があれば、それを支えるという意味で、女性のみを対象にした法

律相談をしているところでございます。他県の状況、四国を見ましてもやはり女性を対象

にやられており、関西広域連合の中でも、ほとんどが女性を対象にした法律相談であり、

おそらく考え方としては、同様に女性の立場が弱いから支援をしているんじゃないかなと

思います。
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男性に関しましては、専門の心理士の方に個別にお願いしまして面接相談をしています。

男性は鎧を着ていてなかなか打ち明けにくいところがあります。それを専門の方に来てい

ただき、相談できる機会を設けることとしています。

そういった形で引き続きやっていきたいというふうに思いますので、ご理解いただきま

すようよろしくお願いします。

委員 私からは３点質問をさせていただきます。先ほどの無料の法律相談については今後

も女性のみというご説明だったんですけれども、やはり最近は弱者男性って呼ばれるよう

な男性も社会的に認知されています。男性の中でも立場の弱い人たちの存在が増えてきて

いるというふうに私は認識しています。ここで弁護士による無料の法律相談ができない場

合は、おそらく法テラスだったり、幅広く問題を扱うような無料の法律相談を利用するこ

とになるかと思います。現在は女性のみになってますけれども、こういった社会情勢の変

化に応じて、今後見直しをする予定があるとか、必要が生じたときに検討するのかどうか。

２点目は、資料の５ページの図書の貸出実績のところで、ビデオＤＶＤの貸出実績はな

しというふうになっております。様々な啓発事業で、ＤＶＤを所蔵されていると思うんで

すけれども、今の社会、情勢の中で、こういったビデオやＤＶＤの映像資料の貸出の、需

要があるのかないのか、それともそもそも作られた時代が古くて今の時代に合わなくなっ

ていて、貸出がないのか、何か理由があればちょっとお聞きしたいなというのが２点目で

す。

３点目が一番お聞きしたいことで、先日、国の男女共同参画会議において、女性版の骨

太の方針２０２４が出ました。それを読み込むと、特に地域における女性活躍男女共同参

画の推進というところで、各地域の男女共同参画センターが中核ではなくて、地域の企業

や経済団体、学校やＮＰＯと連携して、女性の活躍、ちょうど男女共同参画推進の担い手

を育成できるよう、いろいろと協力を得て推し進めていったり、研究、情報収集を進める

っていう文言がかなりたくさん出てきていました。男女共同参画総合支援センターとして、

これまでの事業を継続するとともに、この国の方針に従って、何か新たに取り組む予定、

これからの計画があれば教えていただきたいなと思います。

事務局 １点目の無料弁護士相談について、確かに今、弱い立場の男性が認知されていま

す。白鳥の森というでは、男性ＤＶ相談の割合が増えていると新聞にも載っており、そう

いう実態があることは把握しています。ただ先ほど申しましたように、とりあえず現状の

形でやっていきたいということと、もし新たに何らかの問題、例えば性暴力は、ちょうど

ジャニーズの問題もありましたけれども、これに関してはときわプラザはないですが、新

たに弁護士相談を今年から開始をしたところです。社会情勢の変化合わせて、変わってい

かなければならないと思いますし、需要が出てきましたら、何らかの検討をしていかなけ

ればならないと思っています。そこはまた枠を広げるなり予算を取って枠を増やすなり、

検討もしていきたいと思っています。

今、現状月１回６枠の女性法律相談を受けていますが、２ヶ月先まで予約がいっぱいで

す。やはり法的な問題を抱えている女性の方が多数いらっしゃるということで、その対応

をしている状況でございます。
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２点目のビデオＤＶＤの貸出がない理由についてですが、啓発ビデオは多く所有してい

たんですけれども、時代の流れでビデオデッキを持っている方がいなくなって、ビデオの

貸出がなくなったと。ビデオをＤＶＤにコピーすることは、著作権の問題があってできま

せん。啓発映像ソフトは高価で、予算的な制約もあり、今現在、貸出できる数としまして

は、１２９本。内訳はビデオが９４本、ＤＶＤが３５本です。令和元年頃にはビデオの貸

出がありましたが、そのあたりで最後になっています。今はユーチューブなど、映像とし

ては、どんどん最新のものが見られますので、そういう意味では需要がなくなってきたの

かなというふうに思っています。

最後に骨太の話をいただきました。６月１１日に決定されたと報道でもありましてその

中で、男女参画センターが、今後の地域の中核にという動きが出ています。国立女性教育

会館、これが今文部科学省の所管なんですけれどもそれを内閣府に移して、センター機能

も出して、各地のセンターでそこを司令塔にして、どんどんやっていこうという動きがあ

ると。まず法令に位置付けをした上で、しっかりやっていくということなっています。今

のところは、具体的な動きはないんですけれども、当然ながら、要請に対しては、我々も

答えていきたいし、そのためには当然人員体制とか組織体制も考えていかなければならな

いと思っています。

事務局 少し補足をさせていただきます。先ほど所長からお話がありましたように、今年

度から男性の性暴力被害について対応できるようにしました。今までは、相談だけだった

んですけれども、女性の方は合理的に法律相談もカウンセリングもそれから医療費支援を

受けられるような体制がありましたので、男性についてもそれができるような体制をこの

４月から整えたところです。やはり、男性も女性も同じように対応しなければいけないと

いうのがベースでありますので、１歩ずつですけれどもいろんなことで対応していこうと

いうふうに考えております。

それから最後にありましたこのセンターが、地域の男女共同参画の担い手の育成といい

ますか、核になっていかなきゃいけないということで、これについてはこれまでも、女性

協議会の皆さんとか、ＧＷＥＩの皆さんとかいろんな団体の皆さんにいろんな取組をして

いただいて、進めてきたわけですけれども、今回こういうふうに明記をされておりますの

で、今後どういうことができるかっていうのは、まだわかりませんけれども、やはりそれ

を念頭において、進めていけたらというふうに考えておりますので、どうぞよろしくお願

いいたします。

委員 実は昨年、私は女性のライフサポート研修西日本版っていう国立女性教育センター

などが主催した地域の女性支援に関わる団体の交流会であったり、研修会であったり、特

に女性のこの女性支援法の施行に合わせて開催された勉強会に参加しました。昨年度、こ

ちらでも、この地域の団体、女性団体の交流会が開催されたと思います。そこで普段は別

々に活動してる団体同士が、横の繋がりを持つことと、やはり行政と繋がったり、国と繋

がっていくことって本当に地域課題解決にとって非常に大事で、何かをやりたい気持ちを

持っている方とか、活動に参加したり活動を継続したい、広げたいって思っている人はた

くさんいるけど何がネックになっているのかっていう話をしたときに、やっぱり人材とお
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金だということが、研修会でも話題になりました。こういう育成とか横の繋がりをつくる

っていうのは個々の団体や個人ではなかなか難しいと思うので、今年度もこういう交流会

であったり、研修会、今現在女性が置かれている状況であったり、男女共同参画の推進具

合だったりっていう、情報の勉強会に参加したいと思います。徳島で頑張られている方、

たくさんいらっしゃると思うので、そういう方達と私たちも繋がりたいなと。ぜひ計画に

入れていただけたら嬉しいなと思います。

事務局 今の交流会の話で７ページの方に書いてございますけれども、令和５年度は３月

１６日に、男女共同参画団体交流会を開催しました。これは令和３年度から始めまして３

年目になります。この趣旨としては、皆さん集まっていただいて、それぞれの課題を共有

し、その中で、それぞれが助け合ったり自分ができることなどをお話しいただいて、横の

連携をつくるということで、これは引き続きやっていこうと思っています。その交流会で、

毎年夏に開催している男女参画フェスティバルの中で、女性団体が集まって何かできない

かというご意見がありました。それで今年、ご協力いただける団体に、ブース展をしてい

ただこうということで、今現在計画を立てているとところです。

委員 ２点、ご質問させてください。

まず１点目が、２ページ目に、説明のところで、イベントは回復傾向であって、その前

年度と比べてその利用件数は増加、一方で利用者数は減ったという記載があるんですけれ

ども、コロナが５類に移行したものの、パターンとしては、やはり１つの会議に集める人

数を減らして実施するようにしたりですとか、ハイブリッド方式でやるようなイベントを

しているのでしょうか。利用件数が増えている一方で、利用者数が減っているっていうと

ころも何かイベントのそういう傾向があるのか、また何かその他要因があるようでしたら

教えていただければと思います。

もう１点は、Ａ３の資料のフレアキャンパス講座の令和５年度と６年度の集計数につい

てです。企画委託事業はこれから委託されるという話だったかと思います。共催・協働・

主催が、少ない感じがするんですけど、これからまた新たに増えてくるというか、年度途

中で、というものがあるのか、それとも縮小傾向で進めるのかという方針がもしあったら

教えてください。

事務局 まず１点目、利用者の方が減っている要因はなかなか難しいというかイベントの

内容によって影響を受けるところもありますが、なかなかコメントがしづらいところです。

もう１点、事業についてですが、共催事業の方は今、ある程度整理していますが、随時

追加で入ってきますのでそれも今後反映はしていきます。それと企画委託事業をちょうど

今、募集をしていまして、６月中に企画委託先を決めて、公表していきます。概ね１０程

度、昨年と同レベルの事業を予定しています。それ以外にはフューチャーアカデミーであ

りましたり、当センター職員の専門員による子供向けの性教育の出前講座は、要望を受け

随時行っていきます。講座自体の構成としましては、昨年とほぼ同じです。

委員 先ほどありましたビデオＤＶＤの需要がないことについて、見る機会っていうのは
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やはり少ないかなと思います。メディアを変えて何かやったらいいかなと思ったんだけど、

やっぱり著作権の問題があって、なるほどなと思いつつ。でもこちらが持っているんだっ

たら、こちらが主催で、例えば出前で行ったらどうでしょうか。ニーズをまた検討してい

ただいてという話になるかなと思います。

あと、もう 1点が、講座を開催するにあたり、企画の意図とか、どんなことを求められ
ているのかをどういうふうに調査把握されているのか。あまりそういうふうなことが議論

されないままきているというのであれば、そういった調査とか、県民ニーズをどういうふ

うにアセスメントしていくかというところを検討してもらえたらありがたいかなと思いま

す。

事務局 ビデオを出前など、何かに活用していくべきであると。今保有しているビデオＤ

ＶＤは内容が古いものとなりますが、そこの辺りはまたこちらとして何か考えていきたい

と思います。

まずひとつ紹介させていただきますと、ビデオＤＶＤではないんですけれども、内閣府

から、アンコンシャスバイアス関係の啓発動画がユーチューブで配信されていますので、

これを女性協議会さんにお願いしてるフレアキャンパス講座の映画会で見てもらっていま

す。映画会は毎回たくさん来場されますので、その場で流して見てもらおうということで、

映画上映に先立ちまして、短いんですけれどもアンコンシャスバイアスの研修ということ

で啓発動画を見ていただき、それぞれの場面をとらえて協議会のメンバーの方にコメント

していただき、それについて考えていただく、ということをお願いしてやってもらってい

ます。

それと講座の要望など、何が求められているかというところなんですけれども、参考資

料として１枚お配りしています。その中で、⑤番の部分、フレアキャンパス講座アンケー

ト回答状況として、今後開催希望の講座についてアンケートしています。健康、食育、家

族関係の講座を希望されている傾向があります。それを受けまして講座の内容を考えてい

くことになりますが、我々としては女性活躍をはじめ様々な視点で開催しており、希望に

応えるのではなくて、こちらが聞いてもらいたい、知ってもらいたいという内容もありま

す。ですので例えば、先日もデジタル性暴力の講座をしたんですけれども、頑張って周知

はするんだけれども、残念ながら集客がしづらいという苦しいところはあります。徳島新

聞さんにももちろんお願いしまして、情報とくしまで広報していただいたりしています。

理系女子応援セミナーという講座では、去年は２回、徳島大学とのコラボ、それから大塚

製薬にて研究所見学といった内容ですが、頑張って広報してもなかなか集客できなかった

のが、徳島新聞さんが記事にしてくださったら、すぐ満員御礼になるといったことがあり

ました。やはり広報という点でどれだけ県民の方に伝わるかというところが講座の集客数

につながってくるのかなと思います。

講座の構成は、我々としてはもうこのアンケート等をもとに、いろんなニーズはもちろ

ん把握しますし、それだけじゃなくて当然骨太の中に出てくるような、必要なものという

ことで、それを選択しながら盛り込んでいっているという状況でございます。

委員 男女共同参画センターが担うべき役割だったり、センターの趣旨に基づいた体制と
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いうのは、当然出てしかるべきだと思うし、そうかなと思うんだけど。アンケート調査の

部分に関しては、来館されたりとか、講座を受けた方に対してだけだったら、やっぱり講

座に来られる人って、興味もあるかもわかんないけど、やっぱり結構、勢いのある人って

いうかね。意外と行動力がある方が多いと思うんで。でも実際は、保守的な徳島だから、

やはり仕掛けが何かいるのかなっていうふうに思いますね。先ほどもありましたメディア

を使うというのは本当に大きな力だと思うんですけど、媒体を使いつつ、周知啓発もいろ

いろやっているかもしれないけど、フェイスブックとかいろんなとこへ流したりとか、僕

も種まく人でチラシ配りもしているんですけど、なかなか難しいところがあります。そこ

ら辺で何か調査ができるような、何か仕掛けがあったらいいかなと思いますので、また僕

もこれは自分の宿題として持ち帰ってまた何か提案できればと思います。

委員 私は女性協議会で、このときわプラザを中心として活動しております。ここの場所

以外でも講座を受け持っておりまして、それぞれの団体が活動しておりますがその活動の

一端と考えております。昨年から共同親権の話とか、困難な問題を抱える女性支援法につ

いてとか、講座をされておりますので、そういったことも踏まえて、やはりここが中心と

なって、皆さん活動されているっていうことだろうと思うんです。それで困難な問題を抱

える女性新法については、これからどのように活動していけるのかっていうのは、今皆さ

んにかかっていると思いますので、課長さんにしっかりと頑張っていただいて、進めてい

ただきたいなって思っております。勝浦町でも、つい先日、町長に申し入れをすることが

ありまして、困難な問題を抱える女性支援法についてもお願いしましたけれども、やはり

県と市町村は繋がっています。本当に大きな事業ですので、今後どういうふうに動いてい

けるかということが大事だと思っております。是非、よろしくお願いします。

事務局 予算の話ですけれども、困難な問題を抱える女性支援の法律について、県も昨年

度計画をつくって進めています。計画にこんなことやっていきますと書いていますので、

当然予算化しないとできないこともあります。今年度も一部予算化をしているんですけれ

ども、必要性を検討しながら考えていきたいと思いますので、またご意見をいただけたら

と思います。どうぞよろしくお願いします。

委員 フレアシネマは高齢者のご夫婦にすごく喜ばれています。あとは、夏休みで集中し

て、お父さんと子供を対象にしたような講座があればいいなって、チラシを持っていくと

言われます。あと、男性が来やすい施設にしてほしいと思います。

事務局 長期休業中に子供さんと一緒に参加できるようなおでかけシネマや親子フェスタ

など、これはお子さんと親御さんが一緒に参加してもらって、盛況いただいています。そ

れと来館者は、お父さんが子供さんを連れていらっしゃって奥の図書室で一緒に遊んでい

る場面は結構多いと感じています。対応するのは主に当センターの専門員ですが、専門員

はもともと小学校の教員です。いろんな子供に対しての対応が非常に上手というか、子供

に寄り添っていろんな話も聞くし、子育ての不安などに対しても、随時対応してくれてい

ます。学校の先生ならではの対応と思いますけれども、こういうところを見ても男性が来
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づらいというイメージはあまりないのかなという気はするんです。男女共同参画って聞く

と一般的に女性がいくところといったイメージを持たれる方もいるかもしれませんが、若

い子育て世代の方になってきたら、それは大分意識が違うのかなと思うんですね。小さな

子供さんを連れてくる方は、結構男性も多いと感じています。

委員 男性で乳幼児期の子育てが終わった方、お子さんが成人して完全に子育てが終わっ

た方は、大体社会的な地位が高かったり発言力があったりします。意思決定の場にいらっ

しゃる方たちの考えが変わらないと、なかなか男女共同参画も進んでいかないのかなと思

ったりします。これは１つ提案なんですけど、例えばそのフレアキャンパス講座の企画の

中で、女性対象じゃなくて例えば、この会社の中で、いろんなハラスメントの問題であっ

たり、男女の問題であったり、どうしたらいいかって悩んでいる中間管理職の方、経営者

の方がたくさんいらっしゃると思うんですよ。そういう方たち向けに、先ほどのアンコン

シャスバイアスっていうのを見ていただいて、あなたの職場でこういうことが起こってい

ませんかとか、ハラスメントについて勉強しませんかとかという意識のアップデートをし

てもらうような企画が 1つあったらいいのになというふうに皆さんのご意見を聞いていて
思いました。情報に触れるか触れないかで、この世の中の流れに乗ってる人とそうでない

人の差がすごく激しくなってきているように思います。子育てに関しては、まだお母さん

が主体となることが多いと思うんですけどやっぱり女性の意識が変わらないと子供の意識

も変わらないし、その子供たちの世代になったときに社会が変わっていかないと思います。

女性向けのフレアキャンパス講座ももちろん必要なんですけど、今空白地帯になっている

中高年層男性にスポットをあてたような企画があれば面白いと思います。

イベントの集客について、コロナ以降、きちんと感染対策をしながらイベントを開催し

ているから、ここにこられる方が多かったと思うんですけど、５類以降、旅行にも行ける、

イベントも再開されるとか、いろんな楽しみが復活したみたいなところがあって、ものす

ごくイベントの数が増えたんですよ。毎週どこかでマルシェをやっている、イベントをや

っているというような状況で、ここでイベントやってますよって言っても、情報が届かな

いし、よっぽど興味を引くものじゃないと人が集まりにくいっていうのは、よく主催者さ

んもおっしゃっているので、メディアの力や口コミを使って、もっともっと広報していく

必要があるんじゃないかなというふうに思います。

委員 私どもが以前から取り組んでいるもの、男女雇用機会均等法、女性活躍推進法があ

ります。また、介護や育児の休業法などが令和７年の 4月から改正になりますが、まだま
だ体制が追いついていないという現実はありますので、周知していかなければならないと

感じております。

委員長 私から委員にちょっとお尋ねしたいことがあって、私の個人的な感覚では、女性

協議会が、講座なんかでも非常に幅広く活躍されていて、でも若い人が入ってこないとい

うか、いわゆる後継者ね。一方では別団体でやられている県の講座とかもあります。委員

がおっしゃった勉強会参加の関連で、リエゾンはどういうふうにお考えですか。
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委員 新しい人がいないっていうことに関しては、そのとおりです。私は５０歳手前なん

ですけど、上の世代の方が女性の権利とか男女平等に関して非常にご尽力してくださった

り、いろんな活動をしてくださったおかげで、今私達のこの社会ができているんだなとい

うすごく感謝の念はあります。とはいえ、そろそろ世代交代が必要な時期になってきてい

ます。私たちって、就職氷河期世代なんです。雇用も収入も安定していなかったし、大学

を出たものの食べていくのに必死でした。社会について学ぶというよりは、自分たちの生

活をどうするかが２０代のときの課題だったんです。結婚しても、奨学金の借金がある。

今の子たちだったら、地元に帰ってきてくれたら返済免除みたいな制度があるんですけど、

そういうのもなかったので、結局子供を産めなかったんですよね。勉強する機会も奪われ

ていたし、人生の選択肢を奪われていたちょうど中間の世代で、私たちがやっぱり次の世

代に向けて頑張っていかないといけないっていう気持ちはすごくあるんですけど。ただ、

共働きが増えたら、皆さんすごくお忙しいですよ。どうやって、地域社会に参加するか。

社会課題で、例えばこども食堂でお手伝い社員を募集しているけど、行ける時間がない、

出会って学ぶ時間もない。したい気持ちを持っている人は多分たくさんいます。忙し過ぎ

る社会というのが１つ問題になっているかなというふうに私は感じます。

私自身も、２０１９年にちょっと病気になって、会社を休職してそれまでは子育てしな

がら、比較的大きなアパレル会社で働いてきて、まだ中小企業では広まっていないような

育児時間の制度とかもあってそれを活用していたんですけど、本当に余裕がなくて、その

後退職して、個人事業主を始めました。フューチャーアカデミーに参加して、そこで初め

て自分の生活だけじゃ駄目だと気が付いたんですね。自分の息苦しさとか、この何とも言

えないモヤモヤみたいなものは全部自分の責任で起きていると思っていたんです。会社や

自分の周りで起きることと、社会がリンクしなくて自分で全部どうにかしないといけない

と思っていたんです。でも働いているお母さんがこんなに忙しいのは、会社だけのせいじ

ゃない。そもそも労働の仕組みであったり、保育の問題であったり、いろんな問題が複雑

に絡み合っていたりするので、その次の世代のパワーである勉強の機会はやはりどうして

も限られてしまう。私はたまたま、個人事業主になったことで、そういう学びの機会を得

ることができました。フューチャーアカデミーが本当にこの男女共同参画に関してはすご

く大事な事業の１つだなというふうに感じています。あなたたちの世代が気づいて頑張ら

ないと駄目だよっていうふうに上の世代の方から励ましてもらう機会があるっていうの

は、私たちのエンパワーメントになると思います。学びの機会がない、時間がないって思

っている人たちをいかに巻き込めるかだと思います。

あとはやっぱり母親が変われば、中高校生の子供にも特に影響があると思います。私の

上の子が中学２年生ですけど、私がこういう活動をしたり、こういう場で発言させてもら

ったりすると、本人の意識もすごく高まって、自分もそこに行きたい、どういう話がされ

ているのか聞きたいって言います。実は男の子なんですけど。男女平等ってどういうふう

にとらえたらいいのか、ちょうどここに来る前に聞かれました。男性と女性が同じように

働ける社会が男女共同参画社会なのって。いやそうじゃないよって。個人が男女関係なく、

平等にチャンスが与えられて、そのチャンスを使えるかどうかは自分の努力、能力次第か

もしれないけどそもそもチャンスが与えられない。男だからチャンスがある、女だからチ

ャンスがないっていう社会じゃなくって、男女関係なく、自分の努力とか能力でチャンス



- 9 -

を平等に掴める社会が、お母さんは男女共同参画社会だって考えるって言ったら、何か基

礎的なところがちょっとわかったって言っていました。

ここ数年、私も確実にアップデートしていってるし、始めは上の世代の方とか、今現役

で頑張っていらっしゃる方達と、対等にお話する自分がおこがましいというか新参グルー

プでいろんなことを言っていいのかなみたいなのもあったんですけど、でもやっぱり私た

ちが意見を言っていかないと、やっぱり上の世代のことも下の世代のことも知っている、

私たちのような中間世代が頑張らなきゃっていうふうに私は考えています。

事務局 本日は大変お忙しい中、ご出席いただき、また大変貴重なご意見をたくさんいた

だいたと思います。本当にありがとうございました。今後も男女共同参画の推進にしっか

り取り組んで参りますので、皆様方におかれましては、引き続きご指導ご鞭撻を賜ります

よう、どうぞよろしくお願いいたします。


